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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

おはようございま○議長（小林 勲君）

す。ただいまの出席議員は、１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２３

年第１回美幌町議会臨時会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１ 会議録署○議長（小林 勲君）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、３番平野茂夫さん、４番柏葉久

子さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

日程第２ 会期の決○議長（小林 勲君）

定についてを議題とします。

去る１月１２日、議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。

９番吉住博幸さん。

〔登壇〕 皆さん、明○９番（吉住博幸君）

けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。

去る１月１２日、平成２３年第１回美幌町

議会臨時会のための議会運営委員会を開催し

ましたので、その内容と結果について報告い

たします。

本臨時会に付議された案件は、議会提出案

件として発議２件、町提出案件として議案６

件、報告１件、以上の９件であります。

よって、会期を本日１日限りといたしたい

と存じます。

円滑な議会運営に議員各位の協力をお願い

して、議会運営委員長としての報告といたし

ます。

お諮りします。○議長（小林 勲君）

ただいま議会運営委員会委員長から報告の

あったとおり、本臨時会の会期を１日間とい

たしたいと思いますが、御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めま○議長（小林 勲君）

す。

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。

─────────────────────

◎諸般の報告

諸般の報告を行いま○議長（小林 勲君）

す。

諸般の報告については、事務局長から報告

させます。

諸般の報告を○事務局長（高坂登貴雄君）

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましても、印刷したもの

を配付しておりますので、御了承願います。

なお、佐々木議員、所用のため欠席の旨、

山内教育委員会委員長、所用のため欠席の

旨、それぞれ届け出がありました。

また、本臨時会中、町広報及び議会広報用

のため、写真撮影を行いますので、御了承願

います。

なお、報道機関の写真撮影を許可しており

ますので、あわせて御承知おき願います。

以上で、諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎提出案件の概要説明

町長から、本臨時会○議長（小林 勲君）

に提出しております案件について、提出案件

の概要説明をしたいとの申し出がありますの

で、発言を許します。

町長。

〔登壇〕 本日、ここ○町長（土谷耕治君）

に、平成２３年第１回美幌町議会臨時会が開

催されますことに、心から感謝を申し上げ、

御出席を賜りました議員各位におかれまして

は、新しい年を御健勝でお迎えのことと心か

らお喜び申し上げますとともに、提出案件の
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概要について御説明を申し上げます。

工事請負契約の締結について、議案第１号

は、（仮称）文化ホール建設建築主体工事に

ついて、議案第２号は、（仮称）文化ホール

建設電気設備工事について、議案第３号は、

（仮称）文化ホール建設機械設備工事につい

て、それぞれ入札の結果に基づき、契約の議

決をいただきたいことであります。

条例の制定及び一部改正について。

議案第４号美幌町営土地改良事業分担金徴

収条例の制定については、町営土地改良事業

の実施に伴う分担金徴収条例を制定しようと

するものであります。

議案第５号美幌町国営土地改良事業負担金

等徴収条例等の一部を改正する条例制定につ

いては、土地改良事業に係る延滞金徴収に関

する条文の整理をしようとするものでありま

す。

一般会計補正予算について。

主な内容といたしましては、地域活性化交

付金（住民生活に光をそそぐ交付金）事業と

して１,２９０万３,０００円、子宮頸がん等

ワクチン接種緊急促進事業費として２,５７

６万２,０００円、農業活性化緊急基盤整備

事業費として１８５万９,０００円、中体連

等負担金として１０４万８,０００円などの

補正を行おうとするものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、提出案件の概要説明といたします。

─────────────────────

◎日程第３ 発議第１号

日程第３ 発議第１○議長（小林 勲君）

号美幌町議会の政務調査費の交付に関する条

例の制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

１１番大原昇さん。

〔登壇〕 発議第１○１１番（大原 昇君）

号美幌町議会の政務調査費の交付に関する条

例の制定について、提案理由の説明をいたし

ます。

本件は、平成２２年第７回美幌町議会臨時

会におきまして、報酬及び給与に関する調査

特別委員会が報告した調査結果に基づきまし

て、新たに政務調査費の交付に関する条例を

制定しようとするものであります。

政務調査費については、平成１２年４月に

施行された地方分権一括法により、地方議会

が担うべき役割が重要性を増す中で、地方自

治法が改正され、平成１３年４月から地方議

会の議員に対して、政務調査費を交付できる

ことになっております。

なお、地方自治法第１００条第１４項及び

第１５項の規定に基づきまして、政務調査費

の交付の対象、額及び交付の方法は、条例に

定める必要があるため、特別委員会による報

告以降、これまで議会運営委員会を中心に、

全議員が参画した中で条例案の作成を進めて

きましたが、基本的な制度設計を終えたこと

から、本臨時会におきまして、議員発議する

ことといたしました。

それでは、条例の柱となる部分、基本的な

ルールにつきまして、お手元の条例案に沿っ

て説明をさせていただきます。

２ページをお開きください。

まず、第１条は、議員の調査研究活動の基

盤の充実を図り、議会の審議機能を強化する

ために必要な経費の一部として政務調査費を

交付する旨、本条例の趣旨を明示しておりま

す。

第２条は、交付対象であります。そのまま

でございます。

第３条は、政務調査費の額を月額２万円と

定めております。

第４条は、毎年度４月３０日までに政務調

査費１年分を一括で交付することを述べてお

ります。

第５条は、毎年度４月１０日までに、議員

は議長を経由して町長に交付申請を行うこ

と。

第６条は、交付決定後、議員は１０日以内

に交付請求書を町長に提出すること。

第７条は、議員でなくなった場合の政務調
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査費の返還につきまして、それぞれ規定して

おります。

第８条は、５ページにある別表に定める使

途基準に従って、政務調査費を使用するもの

とし、具体的には、調査研究費、研修費、会

議費、資料作成費、資料購入費、広聴広報

費、事務所費、事務費の８項目を設けており

ますが、その細部の取り扱いにつきまして

は、別に定める規則、使途基準の手引による

ことといたします。

第９条は、前年度の収支報告書など、毎年

度４月３０日までに領収書等を添えて議長に

提出すること。

第１０条は、政務調査費の適正な運用を期

すために、議長は収支報告書等の内容を審査

し、必要に応じて調査を行うこと。

第１１条は、議長は速やかに収支報告書等

の写しを町長に提出することをそれぞれ規定

しております。

第１２条は、政務調査費に剰余金が生じた

際の返還を。

第１３条は、条例や規則に違反した場合の

交付決定の取り消しを。

第１４条は、政務調査費の返還命令を。

第１５条は、収支報告書などの保存及び閲

覧を。

第１６条は、規則への委任についてそれぞ

れ規定しております。

最後に、条例の適用日について、附則で、

平成２３年５月１日と定めております。

以上、条例の柱となる部分について説明し

ましたが、政務調査費につきましては、全国

町村議会の約２割、全国類似市議会の約６割

で交付されており、既に全国町村議会議長会

におきましては、議員の調査研究活動の基盤

を充実させるためにも、政務調査費を大いに

活用すべきと提言しております。

また、本町においては、美幌町自治基本条

例、仮称でありますけれども、制定に向けた

作業も進んでおります。素案の作成を手がけ

た町民会議の議論の中でも、議会の活性化と

議員の政策立案能力、政策提言能力の向上を

図るべきとの指摘があったと聞き及んでおり

ます。使途の透明性を確保し、従来にも増し

て精力的に議員活動に取り組んでいくことを

ここにお約束いたしまして、提案理由の説明

といたします。

これから、発議第１○議長（小林 勲君）

号美幌町議会の政務調査費の交付に関する条

例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

起立多数です。○議長（小林 勲君）

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第４ 発議第２号

日程第４ 発議第２○議長（小林 勲君）

号美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

９番吉住博幸さん。

〔登壇〕 発議第２号○９番（吉住博幸君）

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例制定につい

て、提案理由の説明をいたします。

本件についても、発議第１号と同様、報酬

及び給与に関する調査特別委員会の調査結果

報告に基づく提案であり、次期改選期より、

期末手当の支給割合を改正しようとするもの

であります。

８ページをお開きください。

改正の内容につきましては、６月の支給割

合を「１００分の１９０」から「１００分の

１４０」に、１２月の支給割合を「１００分

の２０５」から「１００分の１５５」にそれ

ぞれ改めるものであります。

今回の改正は、美幌町議会議員の期末手当

支給割合が、一般職の期末手当に勤勉手当を

加えた支給割合と同じ水準にあることから、

道議会議員はもとより、札幌市を初め、多く
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の政令指定都市の市会議員が国会議員と同様

の支給割合である現状を踏まえ、特に勤勉手

当の概念を持たない国会議員に準じた支給割

合へと引き下げるための改正であります。

したがいまして、期末手当の年間支給割合

は、改正前の「３.９５カ月分」から「２.９

５カ月分」へ１カ月分の減額となります。

条例の施行日は、平成２３年５月１日から

です。

以上、提案理由を説明しましたので、よろ

しくお願いいたします。

これから、発議第２○議長（小林 勲君）

号美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

起立多数です。○議長（小林 勲君）

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第５ 議案第１号

日程第５ 議案第１○議長（小林 勲君）

号工事請負契約の締結についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

議案の２○建設水道部長（部田貴好君）

ページをお開き願います。

議案第１号工事請負契約の締結についてを

御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約を締結するもの

とする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１ページをお開

きいただきたいと思います。

資料１、議案第１号関係。（仮称）文化

ホール建設建築主体工事であります。

現在の町民会館に併存しております第１

ホール部分を解体し、その跡地に渡り廊下に

て接続される、（仮称）文化ホールを建設す

るための建築主体工事であります。

本工事は、平成２２年度から２４年度まで

の３カ年の債務負担行為で行うものでありま

す。

なお、今年度分の出来高としては、解体部

分も含めて、７.９１％となります。

工事の場所、美幌町字東２条北４丁目９番

地９、東３条北４丁目９番地。

工事の概要ですが、構造は鉄骨造、一部鉄

筋コンクリート造の２階建てであります。

延べ床面積ですが、１階部分が２,０２２.

８７平米、２階部分が４４２.２６平米の計

２,４６５.１３平米であります。

屋根の形状は陸屋根方式で、仕上げはアス

ファルト断熱防水であります。

外壁については、カラーガルバリウム鋼板

であります。

舞台設備工として、舞台機構工事、舞台照

明設備工事、舞台音響設備工事が含まれてお

ります。

入札年月日ですが、平成２２年１２月２８

日。

指名業者名、天内・大幸・高橋特定建設工

事共同企業体ほか、記載の４特定建設工事共

同企業体であります。

契約金額については、８億４,３１５万円

であります。落札率は９９.９５％でありま

す。

契約の相手方、三共後藤・道和・ダイイチ

特定建設工事共同企業体。

代表者、網走郡美幌町字鳥里４丁目５番地

２５、株式会社三共後藤建設美幌支店、取締

役支店長、田中和明であります。

契約保証金、免除。

契約年月日、議決後本契約による。

工期、本契約の日から平成２４年６月２９

日までであります。

本文に戻っていただきまして、契約の目

的、（仮称）文化ホール建設建築主体工事。

契約の方法、指名競争入札。

契約の金額、契約の相手方につきまして
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は、参考資料で御説明いたしましたので、省

略させていただきます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

これから、質疑を行○議長（小林 勲君）

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めま○議長（小林 勲君）

す。

これから、議案第１号工事請負契約の締結

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

起立多数です。○議長（小林 勲君）

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第６ 議案第２号

日程第６ 議案第２○議長（小林 勲君）

号工事請負契約の締結についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

議案の３○建設水道部長（部田貴好君）

ページをお開き願います。

議案第２号工事請負契約の締結についてを

御説明申し上げます。

次のとおり工事請負契約を締結するものと

する。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の２ページをお開

きいただきたいと思います。

資料２、議案第２号関係。（仮称）文化

ホール建設電気設備工事であります。

本工事は、議案第１号で御説明申し上げま

した建築主体工事にかかわる電気設備工事で

あります。

なお、今年度分の着工はありません。

工事の場所、美幌町字東２条北４丁目９番

地９、東３条北４丁目９番地。

工事の概要ですが、電灯設備工事、動力設

備工事、電熱設備工事、雷保護設備工事、受

変電設備工事、構内情報通信網設備工事、構

内交換設備工事、拡声設備工事、誘導支援設

備工事、テレビ共同受信設備工事、自動火災

報知設備工事、自動閉鎖設備工事、構内配電

線路工事、構内通信線路工事、外灯設備工事

であります。

入札年月日、平成２２年１２月２８日。

指名業者名、電建・門馬特定建設工事共同

企業体ほか、記載の２特定建設工事共同企業

体であります。

契約金額は、１億５６３万円であります。

落札率は９９.４％であります。

契約の相手方、電建・門馬特定建設工事共

同企業体。代表者、網走郡美幌町字美禽１８

４番地１２、株式会社電建美幌支店、支店

長、菖蒲憲一であります。

契約保証金は免除。

契約年月日、議決後本契約による。

工期、本契約の日から平成２４年６月２９

日までであります。

本文に戻っていただきまして、契約の目

的、（仮称）文化ホール建設電気設備工事。

契約の方法、指名競争入札。

契約の金額、契約の相手方につきまして

は、参考資料で御説明いたしましたので、省

略させていただきます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

これから、質疑を行○議長（小林 勲君）

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めま○議長（小林 勲君）

す。

これから、議案第２号工事請負契約の締結

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

起立多数です。○議長（小林 勲君）
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したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第７ 議案第３号

日程第７ 議案第３○議長（小林 勲君）

号工事請負契約の締結についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

議案の４○建設水道部長（部田貴好君）

ページをお開き願います。

議案第３号工事請負契約の締結についてを

御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約の締結するもの

とする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の３ページをお開

きいただきたいと思います。

資料３、議案第３号関係。（仮称）文化

ホール建設機械設備工事であります。

本工事も、議案第１号で御説明申し上げま

した建築主体工事にかかわる機械設備工事で

あります。

なお、今年度分の着工はありません。

工事の場所、美幌町字東２条北４丁目９番

地９、東３条北４丁目９番地。

工事の概要ですが、給水設備工事、排水設

備工事、給湯設備工事、消火設備工事、衛生

器具設備工事、空気調和設備工事、換気設備

工事、自動制御設備工事であります。

入札年月日、平成２２年１２月２８日。

指名業者名、道和・ホクカイ・明成特定建

設工事共同企業体ほか、記載の２特定建設工

事共同企業体であります。

契約金額、１億２１６万５,０００円であ

ります。落札率は９９.７％であります。

契約の相手方、四ツ輪・オホーツク・共栄

特定建設工事共同企業体。代表者、網走郡美

幌町字仲町１丁目１４３番地、株式会社四ツ

輪工業、代表取締役、横山喜義であります。

契約保証金は免除。

契約年月日については、議決後本契約によ

る。

工期、本契約の日から平成２４年６月２９

日までであります。

本文に戻っていただきまして、契約の目

的、（仮称）文化ホール建設機械設備工事。

契約の方法、指名競争入札。

契約の金額、契約の相手方につきまして

は、参考資料で御説明いたしましたので、省

略させていただきます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

これから、質疑を行○議長（小林 勲君）

います。

６番松浦さん。

今、この給水の関係○６番（松浦和浩君）

のところと言うよりは、今のこの分について

も、今年度の工事の予定がないということ

だったものですから、おおむね工事の内容と

いう、そうなると資金繰りの関係の分での

ちょっと確認をしたいなと。

現在、基金として６億数千万の予定があっ

て、今年度相当の金額が動くのかな、もしく

はどうなのかなという確認をどこでしようか

なと思っていたのですけれども、最後の部分

がありますので、２３年度、２４年度という

のがほとんどの工事かなと思うのですけれど

も、現況の中で今積んでいる基金がいつの段

階から支払いに回って、いつの段階で基金が

なくなるのか、もしわかれば。

建設水道部長。○議長（小林 勲君）

今年度の出○建設水道部長（部田貴好君）

来高として、先ほども御説明いたしましたけ

れども、建築主体工事、電気設備工事、機械

設備工事含めて、６,０００万ということが

あります。そういった中で、今年度の工事と

しては、解体工事も含めた建築主体工事の分

で７.９１％ということで、機械設備、電気

設備工事については、その分の出来高として

は見ておりませんので、その分の支出はない

ということでございます。

以上でございます。

総務部長。○議長（小林 勲君）
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今工事の出来高○総務部長（浅野俊伸君）

の部分でありましたけれども、前金等の請求

とか、そういったことも絡んできますので、

その金額によって変わると思いますが、今年

度につきましては、基金はすべてなくなるわ

けではございません。来年度工事やった中

で、補助金も一部見込んでございますので、

その関係もありますので、前金、それから出

来高の額によって基金の消化が変わってきま

すので、いつなくなるという部分では、今

ちょっとこの場では、お示しできないという

ことで御理解いただきたいと思います。

ほかに質疑ありませ○議長（小林 勲君）

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わり○議長（小林 勲君）

ます。

これから、議案第３号工事請負契約の締結

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

起立多数です。○議長（小林 勲君）

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第８ 議案第４号

日程第８ 議案第４○議長（小林 勲君）

号美幌町営土地改良事業分担金徴収条例の制

定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

経済部長。

議案の５ページ○経済部長（平野浩司君）

をお開きください。

議案第４号美幌町営土地改良事業分担金徴

収条例の制定について御説明いたします。

美幌町営土地改良事業分担金徴収条例を次

のように制定しようとするということで、記

以下につきましては、参考資料で御説明いた

します。

参考資料の４ページをお開きください。

現在、国の平成２２年度第１号補正予算に

基づく非公共事業、農業活性化緊急基盤整備

事業の採択を受け、美幌町によります土地改

良事業を実施するわけですが、町が行う土地

改良事業により、利益を受ける者からの分担

金の徴収について条例を制定していただくも

のであります。

制定目的でありますが、美幌町が行う土地

改良法に基づかない土地改良事業に対して、

利益を受ける者から、国または道からの補助

金等の額を控除した額の範囲内において分担

金を徴収することを目的に、地方自治法第２

２４条の規定に基づき、この規定につきまし

ては、分担金を定めたものでございます。分

担金徴収条例を制定するものであります。

制定内容ですが、第１条の趣旨から第７条

の施行に関する委任規定までの７条から構成

されておりまして、第２条、分担金を徴収す

る者の規定、第３条、分担金を徴収する額の

規定、第４条、分担金の徴収時期及び納入方

法の規定、第５条、分担金の減免要件を規

定、第６条、延滞金の徴収方法の規定をして

おり、延滞金につきましては、美幌町公法上

の収入徴収に関する条例の規定を準用するこ

ととなっております。

根拠法令等につきましては、地方自治法で

ございます。

施行日につきましては、公布の日でありま

す。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

これから、質疑を行○議長（小林 勲君）

います。

３番平野さん。

ちょっと説明をお願○３番（平野茂夫君）

いしたいのですが、第５条、分担金の減免等

の要件の規定とあります。この中で、ちょっ

と詳しく説明をいただきたいと思うわけで

す。

経済部長。○議長（小林 勲君）

具体的にという○経済部長（平野浩司君）

話でございますけれども、一応第５条の分担
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金の減免等についてということで、天災その

他ということでありまして、具体的には、こ

ういう状況が生じた場合については、また皆

様にお諮りするというか、ある意味では減免

のための規定を設けたり、そういう一つの

ルールに基づいてやらなければならないこと

だというふうに考えております。

ここで定めさせていただいているのは、一

般的な減免等の要件に関する項目を載せさせ

ていただいているというふうに御理解いただ

きたいというふうに考えております。よろし

くお願いします。

３番平野さん。○議長（小林 勲君）

この緊急事業につき○３番（平野茂夫君）

ましては、非常に評判がいいわけでして、農

家の人も非常に喜んでいるという声を聞いて

おります。ただ、自分は勝手ながら想像して

いるのに、工種によっては非常に手厚い保

護、５０％の事業ですから、手厚い部分があ

るのですが、そのほかに工種によって、例え

ば暗渠排水等については、やはり土地改良法

に基づく事業とは別に、やはり負担がかなり

大きくなるわけですね。その件について、心

配しておりました。ところが受益者の人は、

やはりどうしても、補助がなくてもやらなけ

ればならないような事態に立ち至っているの

だから、やはりそれだけありがたいのだとい

う話をしておりますから、問題はないのかと

は思いますが、町のほうから考えますと、や

はりその人たちにも、事業費の高くなる部分

については、町の気遣いをして、その事業を

やりやすいようにしたらいいのでないかとい

うような思いがあるものですから、これは後

でもよろしいのでしょうけれども、基本的

に、この減免の範囲というものについては、

そういった期待もあるということだけ御理解

をしていただいておきたいなと思っておりま

すので、その辺が何か考えがあれば聞きたい

と思いますが。

経済部長。○議長（小林 勲君）

具体的には、要○経済部長（平野浩司君）

綱等をきちんと定めた中で皆さんにお示しす

ることにはなると思います。土地改良法に基

づくもの、言うならば公共事業と、それから

土地改良事業ではありますけれども、土地改

良法に今回みたく基づかないもの、言うなら

ば非公共と私ども言っておりますけれども。

個々の農家の、平野議員が今おっしゃったよ

うな部分の考え方もあることは聞いておりま

す。この辺につきましては、やはり公共事業

なのか、それとも非公共なのかという部分の

こともありまして、今何か考えをということ

のお話しでありますけれども、お話を承った

という程度の回答で申しわけございませんけ

れども、御理解いただきたいというふうに

思っております。

ほかに質疑ありませ○議長（小林 勲君）

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わり○議長（小林 勲君）

ます。

これから、議案第４号美幌町営土地改良事

業分担金徴収条例の制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

起立多数です。○議長（小林 勲君）

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第９ 議案第５号

日程第９ 議案第５○議長（小林 勲君）

号美幌町国営土地改良事業負担金等徴収条例

等の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

経済部長。

議案の６ページ○経済部長（平野浩司君）

をお開きください。

議案第５号美幌町国営土地改良事業負担金

等徴収条例等の一部を改正する条例制定につ

いてを御説明いたします。
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美幌町国営土地改良事業負担金等徴収条例

等の一部を改正する条例を次のように制定し

ようとするということで、記以下につきまし

ては、参考資料で御説明いたします。

参考資料の５ページをお開きください。

制定目的ですが、土地改良事業に係る延滞

金徴収に関する条文の整理をしようとするも

のであります。

改正内容でございますけれども、同時に改

正する条例が三つありまして、一つ目は、美

幌町国営土地改良事業負担金等徴収条例、二

つ目が、美幌町北海道営土地改良事業分担金

等徴収条例、三つ目が、美幌町団体営土地改

良事業分担金等徴収条例であります。

改正事項でありますが、それぞれの各条例

とも第６条の第２項におきまして、延滞金の

徴収に関する準用規定を定めております。そ

の準用規定中、町税条例第３３条の第２項を

美幌町公法上の収入徴収に関する条例に改め

るものでございます。

具体的に御説明いたしますと、延滞金の利

率については、現在年率で１４.６％であり

ますが、その利率については、町税の延滞金

利率並びに美幌町公法上の収入徴収に関する

条例の延滞金利率、これは両方とも同じでご

ざいます。個々に委任するわけでございます

けれども、美幌町公法上の収入徴収に関する

条例におきましては、公法上の税収以外の収

入、言うならば税外収入の延滞金等の徴収に

ついて定めておりまして、今回この規定によ

り法務制度、言うなら法制上の統一性を図る

ために直させていただくものであります。

施行日につきましては、公布の日でありま

す。

以上、御説明いたしましたので、よろしく

お願いいたします。

これから、質疑を行○議長（小林 勲君）

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めま○議長（小林 勲君）

す。

これから、議案第５号美幌町国営土地改良

事業負担金等徴収条例等の一部を改正する条

例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

起立多数です。○議長（小林 勲君）

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１０ 議案第６号

日程第１０ 議案第○議長（小林 勲君）

６号平成２２年度美幌町一般会計補正予算

（第７号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

議案第６号平成○総務部長（浅野俊伸君）

２２年度美幌町一般会計補正予算（第７号）

について御説明申し上げます。

平成２２年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ２,４２８万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１４

億４,４５５万９,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

それでは、１７ページをお開きいただきた

いと思います。

歳出でございます。

一番上の１、財政調整等基金積立金の減、

積立金１,７６６万８,０００円の減額でござ

いますが、これにつきましては、今回の補正

に係る財源を財政調整基金の積立金を減じま

して充当しようとするものでございます。こ

の結果、年度末の残高につきましては、６億

５８９万８,０００円となる見込みでござい

ます。

次の子ども発達支援センター事業費の増１

４万６,０００円につきましては、この後も

出てきますが、これは平成２２年度の国の補

正予算におきまして、これまで住民生活に
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とって大事な分野でありながら、十分に光が

当てられてこなかった分野として、地方消費

者行政、弱者対策、自立支援、地域づくりに

対する地方の取り組みを支援する交付金とし

て、新たに住民生活に光をそそぐ交付金とい

うものが創設されました。この創設に伴いま

して、本町に総額で１,０４６万６,０００円

の枠配分がありましたので、これについて今

回補正をいただこうとするものでございま

す。

先ほどの２のほうに戻りまして、子ども発

達支援センター事業費の増の消耗品費４万円

につきましては、絵本等を購入するものでご

ざいます。

図書につきましては、１０万６,０００

円、教材用図書の購入でございます。

その下の学童保育所設置事業費の増の消耗

品費、それからその下の子育て支援センター

事業費の増、消耗品費、その下の児童セン

ター設置事業費の増の消耗品費、これらにつ

きましては、それぞれ同様に光をそそぐ交付

金によりまして、それぞれの施設での絵本、

あるいはＤＶＤ等の教材を購入するものでご

ざいます。

その下の次の保育園運営事業費の増、以下

次の季節保育所の運営事業費の増、それから

一番下のへき地保育所運営事業費の増の消耗

品費につきましても、同様に光をそそぐ交付

金によりまして、それぞれの施設で使用しま

す図鑑、絵本、ＤＶＤ等の教材を購入するも

のでございます。

次に、１９ページをお開きいただきたいと

思います。

２、予防接種事業費の増、消耗品費７万

６,０００円。これにつきましては、国が子

宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児

用肺炎球菌ワクチンの接種を緊急に促進する

ため、ワクチン接種緊急促進基金を都道府県

に設置しまして、市町村の事業に対し助成す

ることとなったことから、今回補正をいただ

こうとするものでございます。

予防接種の消耗品につきましては、予防接

種複写予診表２,４００枚の作成に係る部分

でございます。

その下の業務等委託料、個別予防接種委託

料２,４３４万８,０００円につきましては、

子宮頸がん７１６件、ヒブワクチン７５６

件、肺炎球菌が７５６件を見込んでの委託料

でございます。

その下の扶助費、子宮頸がん等予防接種扶

助１３３万８,０００円につきましては、こ

れは平成２２年４月１日から既に接種をした

方の分に係る扶助で、子宮頸がん６件、ヒブ

ワクチン８７件、肺炎球菌が７７件を見込み

まして補正をいただこうとするものでござい

ます。

次に、団体営土地改良事業費の増、実施設

計等委託料、農業活性化緊急基盤整備事業美

幌地区実施設計委託料１８５万９,０００円

の増額でございますが、これは先ほど条例制

定のところで御説明申し上げましたとおり、

平成２２年度の国の補正予算により創設され

ました畑地かんがい、暗渠排水、用水路など

の補修など、きめ細かな生産基盤に係る事業

に対して、２分の１助成されるものでござい

まして、町が事業主体となって実施するもの

でございます。これにつきましては、事業内

容が心土破砕と暗渠で、全体で４０７ヘク

タールを実施するもので、今回の補正につき

ましては、暗渠９ヘクタールに係る実施設計

でございます。

その下の道路橋梁維持管理事業費の増、土

地購入費３８万５,０００円でございます

が、これは公共下水道終末処理場の北側にな

りますが、今まで資材置き場及び雪捨て場用

地として無償で借り入れておりましたが、今

回所有者との協議が調いまして購入するもの

でございます。詳しい内容等につきまして

は、後ほど建設水道部長より御説明申し上げ

ます。

次の教育振興事業費の増、消耗品費、これ

も先ほど御説明申し上げました、住民生活に

光をそそぐ交付金によりまして、各小学校に

おける学校図書の充実整備を図るものでござ
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います。

一番下の教育振興事業費の増、消耗品費１

０６万円につきましても、これにつきまして

も中学校における学校図書の充実整備を図る

ものでございます。

次に、２１ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の負担金、中体連等負担金１０４万

８,０００円の増額でございます。これにつ

きましては、北中学校の男子及び女子のバス

ケットボール部が、１２月帯広で開催されま

した新人大会北大会で入賞しまして、１月札

幌市で開催されました新人大会決戦大会への

出場分として、男子１４名、女子１１名、引

率者１名の交通費等に係る分と、今後予想さ

れますクロスカントリー大会等の出場を見込

まして、１０４万８,０００円を補正をいた

だこうとするものでございます。

次の施設維持管理事業費の増、修繕料１５

万円でございますが、これも住民生活に光を

そそぐ交付金でございまして、絵本広場の暖

房サーモセンサーの設置を行うものでござい

ます。

その下の工事請負費、図書館冷暖房設備設

置工事２４６万８,０００円につきまして

は、これも同じく住民生活に光をそそぐ交付

金を活用しまして、図書館の１階部分にあり

ます絵本コーナー、それから２階にございま

す視聴覚室、読書会室の３カ所に冷房設備を

設置するものでございます。

次の活動促進事業費の増５２８万５,００

０円の増額、これにつきましても光をそそぐ

交付金によりまして、消耗品費につきまして

は、図書購入ということで４１２万１,００

０円、それから施設用備品につきましては、

展示用のスチールブックトラック４台と机を

購入するために２６万４,０００円を、一番

下の図書につきましては、視聴覚資料及び図

書の購入ということで９０万円を補正させて

いただくものでございます。

次に、１５ページにお戻りいただきたいと

思います。

歳入でございます。

一番上の農業活性化緊急基盤整備事業美幌

地区分担金９３万円につきましては、今回補

正いたしました土地改良に係る暗渠排水９ヘ

クタール分に係る受益者９戸からの分担金で

ございます。

その下の住民生活に光をそそぐ交付金１６

０万９,０００円につきましては、発達支援

センターほか保育所等の図鑑、絵本等の購入

に係る部分の交付金でございます。

その下の農業活性化緊急基盤整備事業美幌

地区補助金９２万９,０００円につきまして

は、これも分担金同様、暗渠排水９ヘクター

ルの実施設計に係る補助金でございます。

その下の住民生活に光をそそぐ交付金、小

学校、中学校、社会教育費それぞれ各施設の

図書等の整備に係る部分でございます。

一番下の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促

進事業補助金１,１９６万４,０００円につき

ましては、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワ

クチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種にかか

補助金でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

建設水道部長。○議長（小林 勲君）

参考資料の○建設水道部長（部田貴好君）

６ページであります。

資料６、議案第６号関係でありますが、歳

出、８款土木費、道路橋梁維持費の中、土地

購入費であります。その資材置き場・雪捨て

場用地取得の位置図であります。

右下の付近見取図でいきますと、国道３９

号線の左側に下水終末処理場がありますが、

その入り口から入っていきますと、町の車両

センターがあります。その北側に町の資材置

き場がありますが、それに接して国道３９号

線沿いに、既に雪捨て場として町が無償で使

用させていただいている用地で、黒く塗りつ

ぶしたところであります。

先ほど総務部長より説明がありましたよう

に、引き続き町の雪捨て場として活用するこ

とで購入するものであります。
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購入予定地でありますけれども、右上に記

載のとおり、美幌町字報徳８２番３、８３番

２、８３番４の３筆であります。

地目については雑種地で、地籍が１万８,

８６０平米であります。

財源については、一般財源で３８万５,０

００円で購入するものであります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

これから、質疑を行○議長（小林 勲君）

います。

９番吉住さん。

お尋ねします。２１○９番（吉住博幸君）

ページ、実は１７ページも関連してお聞きし

たいのですが、あえて図書館費のほうでお聞

きしたいと思っていますので、よろしくお願

いいたします。

消耗品費の中でも、図書の御説明がありま

した。あえて消耗品費と図書の区分けという

ものに対して、いま一度その区別の仕方、ど

う区別しているのかという意味でお聞かせ願

いたいと思います。

実は、１７ページの一例ですけれども、学

童保育の消耗品費の中でも、子育て支援セン

ターの中でも、絵本が消耗品ですよという取

り扱いの説明もありましたし、２１ページの

活動促進事業費の中の消耗品の中でも図書購

入もありますよという中で、改めて文字とし

て図書とあるものですから、そこら辺の区分

けの仕方という意味で、いま一度御説明して

いただければありがたいかな。あえて図書館

のこれ二つ載っているものですから、御説明

いただければありがたいという意味です。

教育部長。○議長（小林 勲君）

ただいまの御質○教育部長（佐藤庄一君）

問ですけれども、消耗品、それから図書とい

うことなのですが、図書のほうは備品扱い

で、金額で区分けをしております。金額は１

万円以上、これが備品扱いの図書、それから

１万円以下が消耗品扱いということでござい

ます。

９番吉住さん。○議長（小林 勲君）

確認であります。１○９番（吉住博幸君）

万円以上というのは、例えば本でなぞらえて

言えば、１冊が１万円以上ということでよろ

しいでしょうか。

教育部長。○議長（小林 勲君）

１冊１万円以○教育部長（佐藤庄一君）

上、それから全集とかそういうので、何々全

集と言って、例えば１０巻そろって３万円だ

とか、そういうものもあります。そういうの

も１万円以上で、備品の図書ということにな

ります。

ほかに質疑ありませ○議長（小林 勲君）

んか。

１０番杉原さん。

その追加質問とい○１０番（杉原重美君）

うことの関連になりますが、１万円以上の備

品扱いということでございますが、例えばで

すが、２１ページの消耗品費図書購入が４１

２万１,０００円となっていますが、その内

容は、例えばどのようなものを考えておられ

るのか。４００というと相当大きいような気

がするのですが、内容をちょっと教えてくだ

さい。

教育部長。○議長（小林 勲君）

内容については○教育部長（佐藤庄一君）

これから、今ももう選書を始めてますけれど

も、まだ予算ついてない中ですけれども、予

算がついた場合、間に合わなくなるというこ

ともありますので、一般の教養書から娯楽誌

であるとか絵本、それから参考書、図鑑等さ

まざまな図書を考えております。

１０番杉原さん。○議長（小林 勲君）

わかったようなわ○１０番（杉原重美君）

からないようなことになるのですが、ある程

度、例えばこういうものを購入するには、３

０万とか４０万だなとかということで、トー

タル的に４００万かかるなということで予算

請求するのかなと思うのですが、やっぱりあ

る程度の根拠があるかと思うのですが、

ちょっと私素人でわかりづらいのですが、大

まかな対応、例えば連載ものであれば、これ

は少なくとも２０万とか３０万かかると。こ
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ういう方向のものが１０種類集まれば、最低

でも３００万かかるなとか、そういうことに

なろうかと思うのですが、大綱で主なもの

で。でないと、やぶからぼうにいいんじゃな

いかということには、ちょっとどうかなと思

うのですが、いかがですか。

教育長。○議長（小林 勲君）

今回の国の交付金○教育長（川崎俊郎君）

事業の中で、学校図書ですとかあるいは図書

館図書、これらについて、今回の交付金を活

用してという、そういう流れがございます。

今回、今具体的に今選書をしているという

ことでございますので、何をというお話しは

なかなかできません。この枠の中で今まで、

毎年、通年でございますと、約７００万ほど

の図書館図書購入をさせていただいておりま

すけれども、その中でなかなか、言葉あれで

すけれども、手の出しづらかったと言いま

しょうか、買えなかったような図書も含め

て、今回のこの中で買わせていただくという

ことでございますので、この予算計上に当

たって、既に選書を終えて、これだけの金額

がかかるからこういう形と、この額を補正を

いただくという形には実はなってございませ

ん。この総枠の中で、必要な図書を充実をさ

せていただきたい、こういうことでございま

すので、御理解をいただきたいと思います。

１０番杉原さん。○議長（小林 勲君）

恐らく、多分これ○１０番（杉原重美君）

だけの予算を請求するというには、それだけ

の根拠があるだろうと思います。しかし、

我々としては、わからないこともないのです

が、ある程度の線がわかれば、なるほどなと

いうこともできるのです。でないと、これ、

あそうかと、これだけやっていけば、欲しい

のだから認めてくれということになると、余

りにもちょっと根拠がなく、すべてを認める

ということについて、疑問が出てくるのでな

いのかなという感じがいたします。

これまでも多少のことは、そういう経緯で

やってこられたということから見て、ある程

度は根拠を持って、正当な方法でやっておら

れるのだなというようなことをこれまでも見

てきております。今回もそういう方法でやっ

てこられたのがわからないこともないのです

が、ある程度のことはきちっと示せるものは

示したほうが、我々も納得しやすいのかなと

いう懸念がありますことを申し上げて終わり

ます。

教育長。○議長（小林 勲君）

本来であれば、今○教育長（川崎俊郎君）

杉原議員おっしゃるとおり、予算計上に当

たって、その額のその根拠というものを持っ

た上で計上されるということが本来でありま

すけれども、通常の図書館図書、通年買わせ

ていただいている図書も、その年度の中で

日々発刊をされると。それを定期的に選書を

しながら購入をしているというようなことも

ございましてなかなか今、買えなかったよう

な本についても、ぜひ今回のこれで買わせて

いただきたいという思いがありますが、今正

直申し上げて、ではこういう系統のものをと

申し上げることはできませんけれども、おっ

しゃることよく理解をいたしておりますの

で、決して図書館図書を、この際こういう金

額、こういう交付金が出たので、やみくもに

何でも買うということでは決してございませ

んので、御理解をいただきたいと思います。

ほかに質疑ありませ○議長（小林 勲君）

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わり○議長（小林 勲君）

ます。

これから、議案第６号平成２２年度美幌町

一般会計補正予算（第７号）についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

起立多数です。○議長（小林 勲君）

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────
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◎日程第１１ 報告第１号

日程第１１ 報告第○議長（小林 勲君）

１号専決処分の報告について、お手元に配付

しているとおり報告書の提出がありましたの

で、お聞きすることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようであります○議長（小林 勲君）

ので、報告第１号専決処分の報告について

は、これで終わります。

以上で、本臨時会に付議されました案件は

全部終了しました。

─────────────────────

◎閉会宣告

会議を閉じます。○議長（小林 勲君）

これで、平成２３年第１回美幌町議会臨時

会を閉会します。

午前１１時０４分 閉会
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美 幌 町 議 会 議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


